
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県では、災害時における物資の調達及び優先供給を目的として、株式会社エコリングと「災害

時における物資の供給に関する協定」を締結することといたしました。 

つきましては、次のとおり協定締結式を開催します。 

 

≪協定締結式≫ 

 

≪協定の内容≫ 

県内で災害が発生した場合（発生するおそれがある場合も含む）において、株式会社エコリ

ングから、営業に支障のない範囲において、同社の保有する物資の無償提供および物資の運

搬などの協力を受ける。 

 

≪協定先の概要≫ 

 

 

 日 時 令和８年６月 1１日（木）　１１：0０～１１:３0

 場 所 広島県庁　北館４階　危機管理監　オペレーションルーム

 

内 容

①　趣旨説明 

②　出席者紹介 

③　協定書への署名 

④　写真撮影 

⑤　広島県 挨拶 

⑥　株式会社エコリング 挨拶
 

調 印 者

株式会社エコリング　代表取締社長　川端　宏 

（代理：コンプライアンス部　部長　大和田　誠太郎） 

広島県　　　　　　　　　　　　　　　知事　横田　美香 

（代理：広島県危機管理監　山本　耕史）

 企 業 名 株式会社エコリング
 所 在 地 兵庫県姫路市御国野町御着 352

 代 表 者 代表取締役　川端 宏
 設 立 平成 15 年４月
 店 舗 数 ３4２店舗（広島県：14 店舗）※2026 年５月 14 日時点
 

事 業 内 容 中古物品の買取及び販売事業　等

協定締結式：６月１１日（木）11:00～　 

県庁北館４階　危機管理監　オペレーションルーム

資　料　提　供 
令和８年６月５日 

課　名 危機管理課 
担当者 兼田 
内　線 2783 
直通電話 082-513-2784

災害時における備蓄物資の調達及び優先供給について、 

株式会社エコリングと協定を締結します！



 

【別紙】取材申込票 

令和８年６月１１日（木） 

株式会社エコリングとの協定締結式 

取材申込票 
 
 
 

【提出期限】令和８年６月 10 日（水）まで 

【提 出 先】広島県 危機管理監 危機管理課　中元　行 

【提出方法】メール添付またはＦＡＸ 

（メール：kikikanri@pref.hiroshima.lg.jp　／　ＦＡＸ：082-227-2122） 

 

 

 
社 名

 
所 属 部 署

 
担 当 者 名

 
電 話 番 号

 
メールアドレス

 
報 道 媒 体

 
取材時の人数

 
カメラの有無 有 　　　　　・ 　　　　　無

 
撮 影 機 材 スチール 　　　　・ 　　　　ムービー

 （問合せ先）　広島県危機管理監　危機管理課 　TEL 082-513-2784　FAX 082-227-2122

 ○取材要領（注意事項） 

（１）取材にあたっては、報道用の腕章を着用し、職員の指示に従って取材を行ってください。

（２）取材時間は、開始から終了まで（11 時 00 分～11 時 30 分）の間とします。 

（３）取材を希望される方は、本「取材申込票」に必要事項を記入の上、６月 10 日（水）までに、

メール添付またはＦＡＸで事前の申込をお願いします。 

（メール：kikikanri@pref.hiroshima.lg.jp ／ ＦＡＸ：082-227-2122） 

（４）災害発生または発生の恐れがある場合は、急遽、締結式を中止する場合がございます。
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